
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１３年 ２月 発行 №５５ 

 

進
ん
で
い
こ
う
！ 

一
歩
ず
つ
前
へ 秋 

保 

喜
美
子 

 

 

二
〇
一
〇
年
一
月
七
日 

熱
い
視
線
が
見
守
る
中 

国
（
厚
生
労
働
省
）
と
自
立
支
援
法
違
憲
訴
訟
団
は 

自
立
支
援
法
廃
止
し
て
人
権
を
守
る
新
法
を
作
る
と 

基
本
合
意
を
交
わ
し
た 

裁
判
は
「
和
解
」
で
終
結
し
た 

あ
の
日
の
胸
と
き
め
く
感
動
は
絶
対
忘
れ
ら
れ
な
い
！ 

あ
れ
か
ら
三
年
が
過
ぎ 

四
年
目
に
入
る
記
念
日
に 

東
京
の
参
議
院
議
員
会
館
で
一
・
七
集
会
開
催 

全
国
各
地
か
ら
七
五
〇
人
が
集
い 

共
通
目
標
を
確
認 

 

昨
年
六
月
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
成
立 

名
前
は
違
う
が 

な
ぜ
自
立
支
援
法
の
改
正
法
な
の
？ 

「
基
本
合
意
の
課
題
は
？
」「
骨
格
提
言
の
内
容
は
…
」 

入
っ
て
い
な
い
！ 

無
視
さ
れ
る
な
ん
て
ひ
ど
い
！ 

元
原
告
、
弁
護
士
、
多
く
の
支
援
者
は
熱
く
語
る 

「
骨
格
提
言
」
に
即
し
た
福
祉
法
に
変
わ
ら
な
け
れ
ば 

基
本
合
意
が
守
ら
れ
た
と
は
言
え
な
い
！ 

「
三
年
間
の
見
直
し
」
と
さ
れ
て
い
る
九
項
目
の
課
題 

先
が
見
え
ず
不
安
な
心
に 

ズ
シ
ッ
と
残
る
合
い
言
葉 

「
落
ち
た
と
こ
ろ
が
登
り
口
」 

よ
り
多
く
の
人
と
心
を
つ
な
ぎ 

励
ま
し
合
い
な
が
ら 

ま
た
一
歩
一
歩 

前
に
進
ん
で
い
こ
う
！ 

誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
福
祉
制
度
に
変
え
る
力
を 

全
国
津
々
浦
々
も
っ
と
も
っ
と
熱
く
拡
げ
て
い
こ
う
！ 

「
基
本
合
意
」
叶
う
ま
で 

絶
対
に
あ
き
ら
め
な
い
！ 

 

一
人
ひ
と
り
の
尊
厳
が
守
ら
れ
る
社
会
を
目
指
し
て 

地
域
の
み
な
さ
ん 

一
緒
に
歩
ん
で
く
だ
さ
い
！ 

 

障害者自立支援法違憲訴訟 基本合意締結から３年  

１．７集会 全国から７５０名が参集！！ （参議院議員会館講堂にて）  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訴訟団 「これからのたたかい １．７集会」 開催される！！ 

再提訴も視野に、あきらめることなく、引き続く運動を確認！！ 
 

障害者自立支援法違憲訴訟の終結に向け、訴訟団と国との「基本合意」締結があったのが３年

前の１月７日でした。 

「基本合意」では、障害者自立支援法は廃止し、新法制定を約束しています。しかしながら、

昨年６月２０日に成立した「障害者総合支援法」（平成２５年 4 月施行）は、障害者自立支援法の

一部改正にとどまり、総合福祉部会が障害のある人たちの意見を反映させた「骨格提言」の内容

は、ほとんど盛り込まれていません。（佐藤部会長の整理では、骨格提言６０項目中３項目のみ） 

そこで、今後の運動をどう取り組んでいくかを確認し、内外に発信することを目的に「１．７

集会」が開催されました。※くさのみ福祉会からは、利用者で元原告の秋保夫妻が参加（同行者２名）。 

 

「１．７集会」では、「意見書」、「要望書」、「運動方針」 

等を協議し、確認されました。 

そして、「意見書」、「要望書」については、集会終了後、 

各政党及び国（厚生労働省）に提出され、その後、記者会 

見も行われました。 

 

意見書の趣旨 

・国は基本合意を守って、基本合意、骨格提言に従った 

総合的な障害者福祉法を実現し、障害者自立支援法廃 

止の約束を果たす義務がある。 

・国は新法制定に向け、定期協議を継続し障害当事者の 

意見を反映させるべきである。 

 

要望書要旨 

・「自立支援医療に係る利用者負担」の低所得者無償化。 

・配偶者や親の収入を理由に利用者負担を強いない仕組 

 みの実現。 

・介護保険の強要による人権侵害が後を絶ちません。 

 改善措置を。 

・障害程度区分の見直しを。 

・基本合意で確認された利用者負担の水準を悪化させな 

 い政省令の規定を。 

・「制度」の谷間のない障害の定義を。 
 

また、「運動方針」は、国が「基本合意」を無視したり、ほご（反故）にするような事態が生じた場合には、

再提訴に踏み切る決意を持ちつつ、以下の３点を柱とすることが確認されました。 

 

運動方針 ３つの柱 

① 国との定期協議の開催及び４月１日施行の総合支援法、政省令の総点検。 

② 総合支援法附則「施行後３年の見直し」の履行を求める。  

③ 様々な団体や国民との連携、共同の運動をすすめる。  
 
なお、当日のくわしい状況等は、「障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会」 
ホームページをご覧ください。 (http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/) 

 

 厚労省へ要請（写真中央下 秋保さん） 

記者会見（写真左から２番目 秋保さん） 

http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

街頭署名活動～がんばるデイ～ 

今回の国会請願署名のスローガン「障害

のある人もない人もわけへだてのない社

会を」という事を大きな声やマイクでＰＲし、

署名をお願いする人、ちらしを配る人や募

金箱を持つ人等、それぞれがしっかりと役割

を持って、取り組むことができました！ 

みんなの頑張りも実を結び、この日の署名

総数は目標だった３００筆を大きく上回る、 

４８７筆もの署名を集める事が出来ました！ 

寒い中一緒に参加していただいたボラ

ンティアの皆さんも本当にありがとうござ

いました！！ 

注１）きょうされん‥旧称：全国作業所連絡会（1977 年発足） 

1800 ヶ所を超える会員事業所で組織（2013 年現在） 

署名にご協力くださ～い 
 

①「障害者総合支援法」を『障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言（骨格提言）』にそって見

直してください。特に、地域生活を送るための支援にかかる費用については、原則無料としてください」 

②「障害者関連予算について先進国の平均レベルまで拡充してください」 

国のしくみを決めている国会に対し、憲法の中で全ての国民は請願す 
る権利が認められています。障害のある人が暮らしやすい社会づくり 
の実現に向けて、きょうされん(注１)として、これまで 35 年間多く 
の署名を集めてきました。集まった請願署名は、紹介議員を通して委 
員会で審議され、採択となれば本会議に。その後本会議で採択されれ 
ば法律や制度に活かすため、内閣が責任をもって取り組むことになり 
ます。この度の請願署名活動も 5 月の国会提出を目指し、現在全国の 
作業所にて利用者たちを中心に据えながら頑張っています。 

「障害があることを理由に、あたりまえの生活ができない」‥この国の福祉制度の
抜本的な解決に向け世論を作っていく必要があり、その為に一人でも多くの方々の
協力を得ながら運動を粘り強く続けていくという事が欠かせません。今後も頑張っ
ていきますので、皆様のお力添えをどうぞよろしくお願いいたします。 

１２/６（木）アルパークにて、きょうされん 

広島西部ブロック所属事業所のメンバー・ 

職員と、有志のボランティアさん総勢３８人 

で街頭署名活動『がんばるデイ』を行ってき 

ました！この活動は、障害者週間でもある 

この時期に合わせ全国一斉で行っています。 

当日は朝から初雪がハラりハラリ‥。雪混じりの冷たい風が吹く中をものともせず、みん 

な意欲に満ちあふれ熱気ムンムン！ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいのある方への虐待は、その尊厳をおびやかし、自立や社会参加をさまたげます。

これらを防ぐための法律が、障害者虐待防止法です。この法律により、家庭や障がい者福

祉事業所、職場などで虐待を発見した人からの通報が義務づけられました。 

「障害者虐待防止法」が平成 24 年 10 月 1 日に施行されました。 

そこで、廿日市市障害福祉課自立支援係長の山本さんに、この法律について聞いてみました。 

障害者虐待防止法とはどんな法律ですか？ 

虐待に気づいたら、すみやかに通報してください。また、“虐待が疑われる”場合にも

ご相談ください。 

通報先：廿日市市 福祉保健部 障害福祉課 

ＴＥＬ：０８２９－３０－９１２８ 

ＦＡＸ：０８２９－３１－１９９９（ＦＡＸは、平日８：３０～１７：１５) 

虐待を受けた、または、他の人が虐待を受けているのを発見した場合にはどうすれば良いですか？ 

障害者虐待防止法が施行されました！ 

□法律では、障がい者への虐待を次の 3 つに分類しています。 

 

 

 

 

 

 

 

□次のようなことが「虐待」になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者の生活の世話や

金銭の管理などをしてい

る家族、親族、同居する人

による虐待。 

障がい者福祉施設や障が

い福祉サービスの事業所

などで働いている職員に

よる虐待。 

障がい者を雇って働かせて

いる事業主による虐待。 

養護者による 

障がい者虐待 

障がい者福祉施設従業者

等による障がい者虐待 
使用者による 

障がい者虐待 

障がい者虐待とは、どういったものですか？ 

体に傷やあざ、痛みを与

えること。また、正当な

理由なく身動きがとれな

い状態にすること。 

（例） 

・たたく、殴る 

・閉じこめる   など 

無理やり（また同意とみせ

かけ）わいせつなことをし

たりさせたりすること。 

（例） 

・性交、性器への接触 

・裸にする     など 

脅し、侮辱、無視など、

言葉や態度、嫌がらせな

どによって精神的に苦痛

を与えること。 

（例） 

・怒鳴る、ののしる 

・悪口を言う   など 

食事や排泄などの世話や介助をほとんどせ

ず、心身を衰弱させること。 

（例） 

・食事を十分に与えない 

・必要な福祉サービスを受けさせない など 

本人の同意なしに財産や年金などを勝手に

使うこと。また本人が希望する金銭を与え

ないこと。 

（例） 

・年金や賃金を渡さない 

・勝手に財産や貯金を使う      など 

性的虐待 

放棄・放任（ネグレクト） 

 

経済的虐待 

身体的虐待 心理的虐待 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の 9月 22日、女性のホーム L&Bは、宮園 6丁目から 9丁目に引越しました。新居は 2世帯

住宅で、2階がケアホーム、1階がショート利用スペースになっています。中古住宅ですが法人で

購入した綺麗な家です。広いので、今後の新たな活用も考えています。 

 最初は、元の L&B が懐かしくて帰りたがっていた（？）メンバーもすっかり慣れて、快適に暮

らしています。 

11 月 17 日には、ご近所の方に来て頂いて見学会を行うこともできました。これからも、生まれ

た町で活き活きと暮らし続けたいという願いをもって、楽しい生活を送りたいと思っています。

みなさん、遊びにきてくださいね♪ 

 

 

 

12/５（水）おりづる出前教室（主催：スポー

ツ交流センターおりづる）をくさのみ作業所にて

開催しました。今回の教室テーマは「ゆるゆるビ

クス」で、おりづるの職員さんとおりづるサポー

ターの方にお越しいただきました。 

この、おりづる出前教室は、くさのみ作業所が

所属している廿日市市地域自立支援ネットワーク 

知的障がい部会の企画で、昨年に続き、2 度目の

開催となりました！ 

最初は仲間・職員とも緊張気味でしたが、少

しずつ身体を動かしていくうちに、自然にイキ

イキとした笑顔となり、後半は、ノリノリの掛

け声も上がるほど、大いに盛り上がりました!！ 

仲間からは「楽しかった、またやりたい！」

という声が上がっており、来年も続けて開催で

きればと思っています。 

 

 

スポーツ交流センターおりづるの職員さん、

おりづるサポーターの方、どうもありがとうご

ざいました！！ 

おじちゃん 

まだかな～ 

コーヒー 

できたよ

♪ 

リラックス～ 

送迎 

職員ｻﾝ

ん 

 

野菜いっぱい 

ヘルシーメニュー 

音楽に合わせて、誰でも楽しみながら 

できる簡単なストレッチや体操です!！ 

ゆるゆるビクスとは？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 カラオケ大会の様子 

オイチ～ィ)^o^( 

お陽様が昇るにつれ、またみんなの熱気で、おもちをつく頃には上着を脱い

でキネを振るい上げる人もチラホラ‥。ブルーシートを敷き詰めたキッチンで

は、顔も手も真っ白にしながらつき上がったおもちをひたすら丸める人も。大き

な鍋に野菜とお肉と愛情を入れ込んで炊き上げたお雑煮は、もっちろんお母さ

んたちのお手製♪その美味しかった事と言ったら、もう‥Y(>∀<*)Y 

新しい１年。あの日あの時食べたおもちのように、みんなにとって「の～びの

びと粘り強く」チャレンジ出来る年になりますように‥。 

太陽が久しぶりに顔をのぞかせた１月１９日、 

ピクトハウスで恒例のもちつき大会を行いました。 

期待に胸をときめかせながら迎えた当日の朝は、水たまりに氷が張るほどの寒さで

したが、壮年チームのボランティアさん、家族の方含め総勢７０名以上の参加でスタ

ート！ 



河本一区町内会

相田 直美 飯田 元隆 池田 光 泉 勝 伊藤 邦晃 井上 佑実子

岩崎 直哉 上田 麻紀 打海 清治 大志茂 和敏 大地 利昭 大塚 貞子

大原 学 大前 ちとせ 大村 順子 岡 祐二 岡田 一雄 岡田 雄介

岡野 裕子 岡本 淳 荻野 恵理 小野 博之 面 弘美 折口 由美

賀来 恵子 加治 秀典 上川 美津子 加美田 正美 亀山 ルミ 川口 泰子

河原 典子 河本 聡美 北村 弘明 木村 みどり 栗栖 恵美 桑原 壮司

河内 秀秋 河野 英子 児島 澄江 小島 朋之 児玉 有花 薦田 真佐江

斉藤 孝子 斉藤 真希 沢田 智恵美 島袋 栄子 清水 俊文 下瀬 彩

杉 聡子 高木 節子 高嶋 妙子 高都持 美和子 高橋 泰枝 高橋 求

竹内 貴美子 田島 佐紀 田中 澄男 田中 之雄 谷口 久美子 谷口 共代

田丸 志げ代 千頭 和彦 土本 積子 土山 理恵 東儀 瑶子 田路 フミ

外山 明代 中尾 伸代 中瀬 浩次 中田 尚子 中野 幸三 中野 美智子

中藪 真澄 中山 佳子 西本 浩子 新田 実 二宮 路子 野村 敬三

荻山 節子 畠中 敏浩 浜見 雅秀 原田 祥子 久山 允子 檜山 勝洋

平岡 滋 平末 マリエ 広重 正彦 福島 美恵 福山 浩之 藤井 英子

藤原 真弓 藤村 美智子 堀野 和則 堀本 真美 本多 綾子 正木 シズミ

松浦 明人 松岡 満里子 松本 いづみ 三浦 千恵 向井 敏美 向井 久

村本 義明 森 みどり 森国 利恵 森浜 磨律子 矢舗 栄子 山崎 祐子

山根 敬 山本 明美 若山 雅昭 和田 富江

≪団体会員≫

アイ・ベックヘアー

㈱ウッドワン NPO法人ふくし文化塾はつかいち

宮迫町内会 宮園上四丁目自治会

≪個人会員≫

北山二区町内会 四季が丘六丁目町内会

四季が丘八丁目町内会 永本建設株式会社

くさのみ福祉会後援会 更新、新規入会ありがとうございました。

平成２４年９月～平成２４年１２月の間に手続きいただいた方々です。 （敬称略 順不同）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くさのみ作業所では、更生活動の一環とし
て、保護観察中の若者の実習受入れを行って
います。 
作業所での実習体験を通じて、作業所利用

者とも良いかかわりが持てました。 
 そのような活動が評価され、この度、広島
保護観察所長名で感謝状をいただきました。 
 今後も地域の中で、社会貢献活動も頑張っ
ていきたいと考えています。 

広島保護観察所から 

「感謝状」をいただきました！！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    TEL FAX 
く  さ  の  み 作 業 所  廿日市市串戸 5-3-22 0829-31-2800 0829-31-2900 
ピ  ク  ト  ハ  ウ  ス  廿日市市平良 2-5-28 0829-34-0070 0829-30-1118 
夢      工      房  廿日市市玖島 4340-5 0829-74-1762 0829-74-1762 
ケア・グループホーム ムックハウス  廿日市市宮園 8-7-1 0829-38-7350 0829-38-7350 
ケア・グループホーム Ｌ＆Ｂ  廿日市市宮園 9-12-11 0829-39-6765 0829-39-6765 
ケア・グループホーム ホープ  廿日市市阿品台 5-5-14 0829-39-8653 0829-39-8653 
ケア・グループホーム ハートインハウス 廿日市市阿品 1-13-5 0829-36-1000 0829-36-1000 
ケア・グループホーム さくら木荘  廿日市市住吉 1-2-35 0829-31-4868 0829-31-4868 
ケア・グループホーム ＳＡＩさん家  廿日市市峠 1463-3 0829-34-0070 ― 
ケア・グループホーム 串戸  廿日市市串戸 2-16-17 0829-31-4844 ― 
ケア・グループホーム 佐方  廿日市市佐方 3-6-8 0829-31-4141 ― 
ショートステイ くさのみ作業所  廿日市市串戸 5-3-22 0829-31-2800 0829-31-2900 
ショートステイ Ｌ＆Ｂ  廿日市市宮園 9-12-11 0829-39-6765 0829-39-6765 
ショートステイ ハートインハウス 廿日市市阿品 1-13-5 0829-36-1000 0829-36-1000 
ショートステイ ＳＡＩさん家  廿日市市峠 1463-3 0829-34-0070 ― 
ショートステイ 串戸  廿日市市串戸 2-16-17 0829-31-4844 ― 
ショートステイ 佐方  廿日市市佐方 3-6-8 0829-31-4141 ― 
発達支援教室 くれよん阿品  廿日市市阿品 4-51-32 0829-20-3170 0829-20-3170 
発達支援教室 くれよん串戸 廿日市市串戸 2-16-17 0829-32-4270 0829-32-4270 
発達支援教室 くれよん地御前 廿日市市地御前 2-14-18 0829-36-4652 0829-36-4652 
地域相談支援センター くれよん  廿日市市平良 2-5-28 0829-34-0070 0829-30-1118 
広島西こども発達支援センター くれよん  廿日市市新宮 1-13-1 0829-20-1226 0829-20-0225 
廿日市特別支援学校放課後対策事業  廿日市市串戸 5-3-22 0829-31-2800 0829-31-2900 
      
  ホームページ http://www.kusanomi.org/fukushikai/ 

平成２４年９月～平成２４年１２月受付分（敬称略 順不同） 

筒井康之、中野米雄・美智子、中瀬浩次、山本繁生、鶴原富夫、蛯江紀雄、橋本 直、大元誠司、 

椿 京子、そば処花や、愛とふれあいのバザー実行委員会、国際ソロプチミストウエストひろしま 

くさのみ作業所家族会、匿名３名 

ご寄付ありがとうございました。 

平成２４年９月～平成２４年１２月受付分（敬称略 順不同） 

飯川智恵子、脇田敏明、進藤キミ子、森 公三郎、安芸コスモスゾンタクラブ 

その他の方からも食材等、多数いただいております。いつもありがとうございます。 

献品ありがとうございました。 

 

社会福祉法人 くさのみ福祉会 

くさのみ福祉会後援会  TEL0829-31-2800  FAX0829-31-2900 

～編 集 後 記～ 

 母が亡くなって丸 3年になる。すぐには涙も出なかった私だが、この頃、ようやく故人を悼む気持ちが 

芽生えてきた。 

 先日、スーパーで買い物中、「いしぢのみかん」を見つけた。意識の混濁した母が、死ぬ間際まで口走っ

ていた、みかんのブランド名だ。「いしぢよ、いしぢのおじさんよ。いしぢのみかんよ。」と何度も言って

いた。今でこそ知られるようになったブランドだが、その時は意味が解らず、訳の分からなくなった母が

痛ましかった。スーパーでみかんを見ていると、その事が思い出され、初めて涙が出た。 

 人と関わる事が好きな母だった。私の事もいつも心配してくれた。なんらか関わりのあった「いしぢの

みかん」。買ってかえり、毎日一個づつ食べてみた。子供がいない私は親心が解らない。この仕事をする上

で、それをマイナスと考えた時期もあった。母を通した親心を身に着けたいといつも願っている。S・K 

                                  

                              




